
①汚染物質の除去
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子の浦港）
②汚染物質の覆土
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【港湾公害防止対策事業】

港湾公害防
止対策事業
に係る執行
額：４．８億円
（令和３年度）

インプット アクティビティ アウトプット アウトカム インパクト

①周辺市街地や自
然に優しい水域
環境の創造及び
安全で安心な水
辺空間の創出

②安全で健康的な
生活環境の確保

水質・底質環境の改善
した面積

水質・底質汚濁原因物
質の除去及び汚染原因
物質の溶出の防止を実
施した面積

現状把握

昭和４０年代に四大公害をはじめとする公害の被害が各地でクローズアップされ、昭和４６年に環境庁が設置される
など、環境への関心の高まりの中で、「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（以下、
「公害財特法」という。）」が、昭和４６年に制定され、同法に基づき、港湾においても昭和４７年度より公害防止対策事
業を開始した。
また、港湾公害防止対策事業の制度創設時は、有害な工場排水等による「産業公害」が中心であったが、近年では
市民生活や通常の事業活動に起因する「都市・生活型公害」が増加している。
なお、公害防止対策事業の進捗及び環境基準の達成状況を踏まえ、公害財特法が令和２年度末をもって失効する
こととなり、その失効後から令和７年度までの予算補助として、財政措置を講じている。

課題設定

周辺市街地や自然に優しい水域環境の創造及び安全で安心な水辺空間の創出並びに安全で健康的な生活環境の
確保の実現のためには、汚染物質を浚渫または覆土する当該事業の効率的かつ効果的な推進が必要である。


